
議案第３６号 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係 

法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整 

備等に関する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

ついて 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり定める。 

 

平成２４年２月２１日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    



三田市条例第  号 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係 

法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整 

備等に関する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例（昭和５０年三田市条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号中「公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）」を「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成２３

年政令第４２４号）第１条の規定による改正前の公営住宅法施行令」に改める。 

（三田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 三田市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年三田市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第３号ア中「公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「政

令」という。）」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備

等に関する政令（平成２３年政令第４２４号）第１条の規定による改正前の公営

住宅法施行令（以下この号において「旧政令」という。）」に、「政令第６条第５項

第１号」を「旧政令第６条第５項第１号」に改め、同号イ及びウ中「政令」を「旧

政令」に改める。 

第１５条第１項中「政令」を「公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。

以下「政令」という。）」に改める。 

付 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 


